
改正マスター確認方法 

 

① 親機より  更新  →  F1改正マスタ  を選択します。 

② 左上の  改正年度  横の  ｖ  をクリックし、改正年度を選択します。 

③ 画面の左側に置換済みリスト、右側に削除済みリストが表示されます。 

それぞれのリストは  F5置換印刷  または  F8削除印刷  で印刷することができます。 

 ■ F5：置換済みリスト                      ■ F8：削除済みリスト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

置換済みリスト画面                         削除済みリスト画面 

 

  

 

 

 

  

 置換マスターと削除マスターの印刷方法 

 

※前回改正処理がお済みの医院様は左上のⅤで 

改正年度を切り替えることで以前の確認も行えます。 

（更新前に前回リストの確認は不要です。） 

改正マスター確認方法 



 

 

●コード説明 

コード 6桁は、「頭 2桁→診療区分」「中 2桁→ページ番号」「下 2桁→位置番号」を表しています。 

例）2109 36 の場合、内服薬（診療区分 21）の 9ページの 36番マスターという意味になります。 

診療区分は下記の通りです。 

11：初診料  12：再診料  13：医学管理料  14：在宅料  21：内服薬  23：外用薬  31：注射料（皮筋注） 

32：注射料（静脈注）  34：注射料（点滴・その他）  36：注射薬  40：処置料  47：材 料  50：手術料 

60：検査料  70：画像診断料  80：リハビリ・精神  76：フィルム 

   

●作業区分項目説明 

 

 

 

 

 

 

置換済・・・自動で名称などが置換されます。（点数・薬価のみ変更になった項目はリストには出ません。） 

            

新項目（新点数）を確認される場合は   マスター保守  →  F4処理月  を「4月」に変更し 

4月以降使用するマスターの確認をお願いします。 

■酸素ボンベ・小型など材料マスターに医院での購入価格を設定されている場合、改正処理を 

行うと特定器材マスターの点数に置換されますのでご注意ください。処理月を「4月」に変更し、 

4月以降使用するマスターの点数を購入価格に変更登録してください。 

 

旧項目（旧点数）を確認される場合は   マスター保守  →  F4処理月  を「3月」に変更し 

3月まで使用したマスターの確認をお願いします。 

 置換済みリストの確認方法 

旧項目 

新項目 



 

 

●作業区分項目説明 

削除済・・・3月末で廃止になるマスターを削除しました。 

削除リスト 

経過措置日が 2025年 3月 31日もしくは 2025年 3月 31日以前にすでに経過措置を迎えた 

項目または薬剤が、削除対象となり 2025年 4月 1日以降は点数マスターより削除されます。 

4月以降使用するマスターは改めて 4月以降の辞書から登録する必要があります。 

 

 

 

●コード説明 

コード 6桁は、「頭 2桁→診療区分」「中 2桁→ページ番号」「下 2桁→位置番号」を表しています。 

例）2109 36 の場合、内服薬（診療区分 21）の 9ページの 36番マスターという意味になります。 

●作業区分項目説明 

削除・・・セット内の 3月末で廃止になるマスターを削除しました。 

（削除マスター以外は残ります。） 

名称･･･セットの名称がリストの名称欄に表示されています。 

 

セット内の削除されたマスターを確認される場合は、  F4処理月  を「4月」に変更し 

  マスター保守  →  各セット  よりセット内で空白になっている 

マスターの確認をお願いします。 

4月以降もそのセットをご使用になる場合は、セットを編集してご使用ください。 

 削除済みリストの確認方法 

 セット削除リストの確認方法    レセコンで作成した各セットを 

ご使用のユーザー様のみ 


